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第１章 「大津町公立保育等再編方針」の策定にあたって

１ はじめに 

令和元年 10月 1日より、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。この
無償化の意義として、少子化対策の必要性と並び、幼児教育の重要性が掲げられ
ているところです。 
 そして令和３年５月、「幼児教育スタートプラン」のイメージが公表され、同
年７月「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会」が設置されるなど、近年、
幼児教育の重要性が改めてスポットを浴びています。 
 一方では、核家族化が進み、家庭や地域において人との関わりが希薄になるな
ど子どもや子育て世帯を取り巻く環境が変化し、子育ての不安や悩みを持つ保
護者の増加、養育力の低下、子どもの貧困などの課題も明らかになってきていま
す。 
 令和 3年４月、本町において 12年ぶりに保育所の待機児童がゼロとなりまし
た。就学前児童数は減少傾向にあるものの、共働き世帯の増加等により保育ニー
ズの割合は増加傾向にあります。しかしながら、幼稚園ニーズは減少傾向にあり、
公立幼稚園において定員充足率は 50％前後となっています。 
 今後、多様な保育ニーズに対応するとともに、地域全体の教育・保育の質的向
上を図り、子どもを取り巻く様々な地域課題に対応するために「大津町公立保育
等再編検討委員会」を設置し、行政機関としての公立園はどのような役割を担い、
どのように維持していくのか、公立園の在り方とそれを実現する公立園の再編
について検討してきました。 
 本方針は、本町における子どもを取り巻く環境を整理するとともに、本町全体
の子育て環境がより良い方向へ向かうように、公立園が担うべき役割や機能及
び公立園の再編について今後の方向性を定めたものです。 
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２ 大津町公立保育等再編検討委員会で検討を行った事項 

 大津町公立保育等再編検討委員会では、具体的に以下のことを検討しました。 

① 公立園の役割・在り方を見直す。 

 求められる幼稚園・保育所等の需要の変化や、急激な少子化の進行、核家族化・
高齢化の進行に伴う地域とのつながりの希薄化等、地域・家庭を取り巻く環境の
変化の中で、また令和元年 10月からスタートした幼児教育の無償化など幼児教
育の重要性が掲げられている現状で、公立園の在り方（意義・役割）を検証しま
した。 

② 公立保育園・幼稚園３園の再編方針を検討する。 

 委員会で検証した「公立園の在り方（教育・保育の量の確保、幼児教育・保育
の質的向上、地域のセーフティネットなど）」を実現するための、公立保育園・
幼稚園３園の再編方針を検討しました。 
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第２章 保育をとりまく現状と課題            

１ 本町の状況 

（１）本町の人口 
 本町の人口は増加傾向にあり、令和３年４月１日現在 35,481 人となっていま
す。一方、年齢３区分人口を見ると、老年人口（65 歳以上）は増加傾向にあり
ますが、年少人口（０～14歳）の人口割合は横ばいの状況です。 

＊出典：大津町住民基本台帳（各年４月１日、単位：人）

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年

65歳以上 6,561 6,822 6,995 7,197 7,380 7,596 7,747 7,969

15～64歳 21,193 21,104 21,218 21,027 21,027 21,134 21,408 21,495

15歳未満 5,741 5,844 5,912 5,937 5,956 6,035 6,035 6,017

総人口 33,495 33,770 34,125 34,161 34,363 34,765 35,190 35,481

年少人口比率 17.1% 17.3% 17.3% 17.4% 17.3% 17.4% 17.1% 17.0%

高齢化率 19.6% 20.2% 20.5% 21.1% 21.5% 21.8% 22.0% 22.5%
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（２）就学前児童数 
 本町では、年少人口の割合は平成 26年度からほぼ横ばいの状況ですが、就学
前児童数（0～５歳）は、平成 26 年度から令和 3 年度までに 366 人減少してい
ます。 
 また、令和２年度に策定した「第２期大津町子ども・子育て支援事業計画」で
は、今後も児童数は減少していくものと推計しています。 

＊出典：大津町住民基本台帳（各年 4月 1日現在、単位：人） 

＊各年 4月 1日現在、単位：人 
＊出典：「第２期大津町子ども・子育て支援事業計画」（令和２年３月策定）実績を使用し、
コーホート変化率法をもとに、各地域の人口の増減の状況を勘案し算出

374 375 374 378 380

789 772 772 772 776

1,205 1,185 1,169 1,182 
1,167 

35,030 
35,286 

35,514 
35,755 

35,987 

34,500

35,000

35,500

36,000

36,500

0

500

1000

1500

2000

2500

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

就学前児童数の推移（推計値）

0歳児 1-2歳児 3-5歳児 総人口

416 423 382 363 391 372 339 327

854 851 837 820 762 774 780 714

1,310 1,301 1,305 1,282 1,249 
1,236 1,198 1,173 

33,495 
33,770 

34,125 34,161 34,363 

34,765 
35,190 

35,481 

32,500

33,000

33,500

34,000

34,500

35,000

35,500

36,000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

就学前児童数の推移（実績値）

0歳児 1-2歳児 3-5歳児 総人口



5 

２ 保育の状況 

（１）保育所の設置状況 
令和３年４月１日現在、本町の保育施設は、公立保育所１園（分園除く）、民
間保育所８園、認定こども園１園、地域型保育事業４園となっています。また、
認可外保育施設が４施設あります。 

＊出典：子育て支援課作成資料（各年度３月末現在）

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年
地域型保育事業 4 4 4 4 4 4 4

認定こども園 0 0 0 1 1 1 1

民間保育所 7 7 8 8 8 8 8

公立保育所 1 1 1 1 1 1 1

定員数 1,025 1,032 1,122 1,216 1,239 1,282 1,272

1 1 1 1 1 1 1
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平成 27 年度に子ども・子育て支援新制度に移行し、これまでの幼稚園と保育所に加
え、教育と保育の両方の機能を併せ持つ「認定こども園」、待機児童の多い２歳児までを
対象に少人数の子どもを保育する「地域型保育事業」が創設されました。 
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（２）保育所の入所状況 
 令和 3 年 12 月１日現在、町内保育所の定員 1,272 人、入所児童数 1,436 人、
入所率は 112.9％です。保育所定員の弾力的運用を実施し、待機児童解消のため
に定員を超える児童の受け入れを行っています。 

＊出典：子育て支援課作成資料（各年度３月末現在、単位：人） 

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

定員数 1,025 1,032 1,122 1,216 1,239 1,282

入所児童数 1,294 1,297 1,395 1,494 1,478 1,489

入所率 126.2% 125.7% 124.3% 122.9% 119.3% 116.1%
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（３）保育所の利用ニーズ 
 就学前児童数は減少傾向にあるものの、共働き世帯等の増加に伴い０歳から
２歳の保育を必要とする保護者は増加傾向にあります。 

＊保育ニーズ割合：保育利用希望者数（転園希望除く）/人口（各年度 3月末現在） 
＊出典：子育て支援課作成資料 

54.1% 55.1%
67.1%

72.2%

71.3%
62.5%

68.2% 68.1%

66.4%

75.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

保育所の利用ニーズ

0歳児 １・２歳児



8 

（４）待機児童数の推移 
 平成 29 年に 61 人であった待機児童数は、令和３年４月１日現在、ゼロとな
りました。これは平成 21年４月以来 12年ぶりでした。 
 また、待機児童数（年度末）の年齢をみると、待機児童のほとんどが０歳児で
あること、３歳児から５歳児で待機児童が発生していない（受け皿が充足してい
る）ことが分かります。 

＊出典：子育て支援課作成資料（各年度末、単位：人）

平成29年 平成30年 平成31年 令和2年

５歳児 0 0 0 0

４歳児 0 2 0 0

３歳児 5 7 1 0

２歳児 14 3 6 1
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３ 保育所・幼稚園関係運営費の推移 

（１）一般会計決算額及び児童福祉費の推移 
本町の一般会計決算額は投資的経費（＊）の影響により増減しています。児童
福祉費については、平成 28 年度 24.4 億円から令和２年度 29.9 億円へ約 5.5 億
円増加しています。 

＊投資的経費：道路、学校、公園などの各種社会資本の新増設事業を行う際の経費のことで、
事業の実施状況により、年度ごとに変化する。 
＊出典：子育て支援課作成資料（単位：億円） 
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（２）保育所運営費の推移
公立保育所と民間保育所の運営費は、平成 28 年度の約 12.5 億円から令和２
年度の約 17.2 億円へ約 4.7 億円増加しています。この間、施設数は 12施設から
14施設へ２施設増加、定員数は1,032人から1,282人へ250人増加しています。 

＊保育所運営費は熊本地震関係費・新型コロナウイルス感染症対策費を除く。 
＊出典：子育て支援課作成資料（単位：億円） 
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（３）民間保育所運営費の推移
民間保育所の運営費は、主に委託費と運営補助金により賄われており、平成 28
年度の約 11 億円から令和２年度の約 15.6 億円まで増加しています。これに伴
い、本町の負担額についても、約 3.2 億円から約 4.2 億円に増加しています。 

＊出典：子育て支援課作成資料（単位：億円） 
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【参考】保育所の運営費について 
運営費については、公立保育所については、全額町負担となっています。 
また、民間保育所については、施設型給付費を負担金として支出しています。 
なお、幼児教育・保育無償化の実施により３歳から５歳までと、住民税非課税
世帯の０歳から２歳までの保育料が無償となり、民間保育所については、保育料
を国 1/2、県 1/4、町 1/4 で負担し、公立保育所については、全額を町が負担す
ることとなっています。 

■運営費の公立と民間保育所の負担割合比較

町負担割合（※３）

（100％） 

国負担割合（1/2）

県負担割合（1/4）

町負担割合（1/4）

利用者負担 
（保育料（※１）） 

利用者負担 
（保育料（※１）） 

公定価格 

（※２）

公立保育所 民間保育所 

公費負担 

（※利用者負担
を含めて委託費
として支払） 

※１ 令和元年10月から 3～5歳と住民税非課税世帯の0～2歳の保育料が無償化となっている 

※２ 公定価格は、子ども一人あたりの教育・保育に通常要する費用を基に算定されており、認定 

区分、保育必要量、施設の所在する地域等を勘案して算定される 

※３ 公立保育所運営費は、国の地方交付税制度に位置付けられている 
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４ 公立保育所・幼稚園の状況 

（１）公立保育所の園児数 
 大津保育園の園児数は、平成 28年度をピークに減少傾向にありますが、依然
として定員を超える受け入れを行っている状況です。 
また、平成 26 年 10 月に待機児童対策として児童館を利用し開園した大津保
育園分園は、令和３年４月に待機児童がゼロとなったことと、利用者が減少して
いることから、当初の目的を達したとして、令和４年４月１日、大津保育園に統
合することとしました。 

＊出典：子育て支援課作成資料（各年度末、単位：人） 

140 145 143 144 143
132

122

19 20 16 18 18 15 14

0

20

40

60

80

100

120

140

160

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年12月

大津保育園 本園と分園の園児数の推移

大津保育園本園（定員120人） 分園（定員20人）



14 

（２）公立幼稚園の児童数 
 大津幼稚園、陣内幼稚園の児童数は、平成 26 年度から減少傾向にあります。 

公立幼稚園の児童数の推移       

＊平成 26～令和 2 年度（年度末）、令和３年 12 月 31 日 
＊出典：子育て支援課作成資料 

（３）公立保育所・幼稚園の施設の状況 
 本町の公立保育所・幼稚園３園は、建築後 40年以上経過している施設も１園
あり老朽化が進んでいます。また、その他の施設も長寿命化のため改修等を必要
とする時期を迎えています。 
■施設の状況 

大津幼稚園 陣内幼稚園 大津保育園 
建築年月日 平成５年3月 30日 昭和 44年 12月 8日 昭和 61 年 3 月 1日 
建物構造 鉄筋コンクリート 木造 鉄筋コンクリート 
原則使用年数 60 年 40 年 60 年 
経過年数 28 年 51 年 35 年 
その他  Ｈ26.3.15.園舎増築 Ｈ23.9.1 園舎増築 

＊出典：大津町個別施設計画（令和３年３月）
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（４）公立保育所・幼稚園の運営費 
 公立保育所、公立幼稚園の運営費（歳出）の内訳をみると、職員人件費（正規
職員と会計年度任用職員）がそれぞれ 84.7％、86.7％を占めています。

＊新型コロナウイルス感染症対策費を含まない。 
＊出典：子育て支援課作成資料 

（５）保育士、幼稚園教諭等の状況 
 公立保育所・幼稚園の３園とも、幼稚園教諭・保育士に占める会計年度任用職
員の割合は 50％を超えており、クラス担任を正規職員で配置できない園もあり
ます。 
公立保育所・幼稚園の職員数 （令和 3年 4月 1日、単位：人）

大津保育園 分園 大津幼稚園 陣内幼稚園 
正規職員 幼稚園教諭 

・保育士（＊） 9 1 6 3
調理士・事
務等 4 0 0 0

会計年度
任用職員 

幼稚園教諭 
・保育士 23 4 7 6
保育補助・
調理補助・
看護師等

4 0 1 0

合計 40 5 14 9
幼稚園教諭・保育士に占め
る会計年度任用職員の割合 71.9％ 80.0％ 53.8％ 66.7％
（＊）園長を含む。
＊大津保育園分園の人権啓発福祉センター兼務１人を除く。

61,480,380 

78,645,678 

34,153,768 

56,509,237 

14,676,425 

24,327,685 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

幼稚園
110,310,573円

保育所
159,482,600円

令和２年度 公立保育所・幼稚園の運営費内訳

人件費（正規職員） 人件費（会計年度職員） 運営管理費
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５ 公立保育所・幼稚園の課題 

（１）公立幼稚園の課題～幼稚園ニーズの変化～
平成 27年 4月、子ども・子育て支援新制度が開始され、幼稚園において保育
料は、原則として、所得段階に応じた負担を利用者に求めることとなりました。
令和元年 10月からは幼児教育・保育の無償化がスタートし、3歳から 5歳の保
育料は無償となりました。 
 このような背景のもと、公立幼稚園は２園とも、平成 26年度をピークに児童
数が減少しており、令和４年度も、大津幼稚園、陣内幼稚園とも児童数が更に減
少する見込みです。 
 幼稚園は、文部科学省の「幼稚園教育要領」において「幼稚園の１日の教育課
程に係る教育時間は、４時間を標準とすること」とされ、この標準時間を基に各
園で登園・降園時間を定めています。一方、保育所は、共働き等の事由により保
育の必要がある場合に利用されるもので、保育時間は保護者の就労等の状況に
応じて１日最大 11時間（保育標準時間）です。 
核家族化などといった社会状況の変化により、共働き世帯の増加や就労形態
の多様化などで幼稚園ニーズが減少しており、今後もこの傾向は続くと思われ
ます。 

（２）公立保育所の課題～保育ニーズの変化と医療的ケア体制整備～
本町の就学前児童数は減少しているものの、共働き世帯の増加などにより０
歳から２歳までの保育ニーズ（利用希望者）は増加傾向にあります。今後も保育
士確保が課題となっております。 
また、令和３年度、大津保育園に看護師の配置を行いました。今後、医療的ケ
アを要する子どもやその家庭を支援できるように体制整備を行っていく必要が
あります。 

（３）施設の老朽化 
 公立園３園ともに施設の老朽化が進んでおり、施設の修理や大規模改修を必
要とする時期を迎えています。子どもの健やかな発達を支える環境を整えるた
めにも、財政状況も踏まえ、公立園の今後の方向性を定める必要があります。 
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６ 保育をとりまく課題 

（１）就学前児童数の減少と今後の保育需要の見通し 
これまで民間保育所等の整備を進めたことにより、令和３年４月１日現在の

待機児童数はゼロとなりました。就学前児童数（0～5 歳）が年々減少している
ことから、待機児童は近く解消されるものと見込まれています。 
 しかしながら、誘致企業の進出等による保育需要の見込みに、今後は注視して
いく必要があります。 
これらの状況を考慮しながら、これまで整備を進めた民間保育所の体制を維

持しつつ、町全体で適切な定員設定となるよう対応を図る必要があります。 

（２）保育の質の確保 
 保育の需要は、女性の就労率の上昇や国の政策と相まって近年大きく伸びて
おり、民間活力を活用しながら、公民で地域の保育を支えています。
 本町においては、認定こども園や地域型保育事業など、様々な保育サービスが
提供される中、民間保育所が保育の担い手としての大きな役割を果たしており、
これまでの急速な受け皿の量的拡大に伴い、改めて公民で保育の質の確保に向
けて取り組む必要があります。 

（３）支援を必要とする家庭への対応 
 公立保育所は、入所児童とその保護者だけでなく、地域の子育て支援にも積極
的に取り組んできました。 
 近年、発達課題のある子ども、生活困窮世帯の子ども、虐待が疑われる子ども、
医療的ケアが必要な子どもなど、特別な配慮を必要とするケースについて対応
が多様化しており、関係機関等と連携した適切な対応が求められています。 
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第３章 公立園の在り方                

１ 公立園に求められる機能 

 令和元年 10 月、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。令和 3年 5月、
経済財政諮問会議において文部科学大臣から「幼児教育スタートプラン」のイメ
ージが公表され、同年 7月「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会」が設置
されるなど、幼稚園・保育所等には質の高い幼児教育の提供と、小学校教育への
円滑な接続が求められています。 
このような状況において、保育ニーズは０歳児から 2 歳児の増加傾向、保護
者の就労時間の多様化など広がりを見せており、公立私立の別に関わらず地域
の教育・保育の質を高める取組が、行政機関としての公立園に必要となっていま
す。 
 また近年、核家族化が進み、家庭や地域において人との関わりが希薄になる一
方で、子育ての不安や悩みを持つ保護者が増加し、養育力の低下や児童虐待の発
生が危惧されています。これらの課題に、公立園は行政機関としてのネットワー
クを活かした地域の子育て家庭のセーフティネットとして、妊娠期からの切れ
目のない支援、医療的ケアを要する子どもへの対応、生活困窮家庭や社会的困難
を抱えている家庭への支援などが求められています。 
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（１）ワークショップ 
「公立園の在り方を考える」をテーマに、参加者を公募し、公立園の幼稚園教諭・
保育士と共にワークショップを開催しました。公募枠の参加者（6 人）、公立園
の保育士・幼稚園教諭などにより、各班で活発な意見が交わされました。 

●開催日 
①令和３年 11月 1日（参加 19 人） ②令和３年 11月９日（参加 22人） 

●公立園に期待すること（公募班） 
・発達段階に応じた教育・保育・地域の要（リーダー）に 
・待機児童の受け皿に 
・選択の幅を広げる（公立・私立、幼稚園・保育園、認定こども園、小規模保育
所など多岐の選択肢） 
・公立園＝町の顔 
・ふるさとのことを誇りに思える園に  など 

●公立園に求められること（公立園の幼稚園教諭・保育士など） 
・自園の子どもだけでなく、町全体の子育て家庭を支える 
・子育ての悩みを聞く相談機能 
・町内保育施設の教育・保育の中心的存在（質の向上） 
・医療的ケアを要する子どもの受入れやその家族に対する支援 
・幼児教育・保育など、小・中の連携だけでなく、地域全体での見守り体制 
・関係機関や教育委員会との連携    など 

（意見抜粋） 
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（２）「公立保育所・公立認定こども園等アクションプラン（第四次）」 
（全国保育協議会より） 

 全国保育協議会では、平成 18年に、公立保育所が地域で果たしている役割と
その必要性を整理し、地域の子育て支援の拠点としてさらに充実していくこと
を目標に「公立保育所アクションプラン」を策定しました。その後も制度の変遷
等を踏まえ見直し、平成 31年 3月に「公立保育所・公立認定こども園等アクシ
ョンプラン（第四次）」を策定しており、今回の大津町公立保育等再編検討委員
会での方針検討の際に参考としました。 
 「第四次プラン」では、大きな目標として「地域の多様なニーズに応え、かつ、
地域子育て支援の拠点として次世代育成の中心的な役割を果たす公立保育所・
公立認定こども園等になる」ことを掲げています。そして、この目標実現のため
に「公立保育所・公立認定こども園等の強みを活かした『アクションプラン』」
として、１．地域の子育ち・子育てニーズに即した公共サービスとしての実践、
２．行政機関としてのネットワークを活かした関係機関との連携強化、３．とく
に配慮を要する子どもの保育やその家庭の支援の充実、４．保育士等の資質・専
門性の向上、５．地域住民との協働、子育て文化の創造、６．公立保育所・公立
認定こども園等の果たす役割の重要性、必要性のＰＲの６つの柱を掲げていま
す。
＊「公立保育所・公立認定こども園等の強みを活かした『アクションプラン』」は参考
資料 34 ページに掲載しています。 
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２ 公立園の在り方（意義・役割） 

（１）４つの柱 
ワークショップのご意見や全国保育協議会の「公立保育所・公立認定こども

園等の強みを活かした『アクション』」を参考に、公立園の在り方については次
の４点を柱としました。 

公立園の在り方・ワークショップの内容等 「アクション」番号（Ｐ34）
（全国保育協議会より）

幼児教育の拠点 1.2.4.6 
・発達段階に応じた教育・保育の提供 
・幼児教育・保育の地域のまとめ役 
・町内保育施設の教育・保育の中心的存在（質の向上） 
・関係機関や教育委員会との連携 
・どこの園に通っても子どもにとって平等な保育 
子育て支援の拠点（在宅子育て家庭支援） 1.2.3.5.6 
・子育ての悩み等を聞く相談機能（在宅で子育てをする家庭への支援） 
・保護者が駆け込んでいける場所 
・地域全体での見守り体制（地域との連携のしやすさ） 
・医療的ケアを要する子どもの対応 
地域のセーフティネット 2.5.
・行政のネットワークを活かした関係機関との連携 
・子どもたちのセーフティネット 
・災害時における子育て支援 
幼稚園機能と保育園機能の保持 
・待機児童の受け皿 
・選択の幅（公立・私立、幼稚園、保育園、認定こども園、小規模保育園など
多岐の選択肢） 
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第４章 公立園の再編方針               

１ 公立園の在り方を実現する 

（１）施設形態 
 公立園の在り方とした４つの柱を実現する必要があります。 

■４つの柱 

①幼児教育の拠点 
②子育て支援の拠点（在宅子育て家庭の支援） 
③地域のセーフティネット 
④幼稚園機能と保育園機能の保持 

■施設類型（『子ども・子育て新制度なるほどＢＯＯＫ』内閣府・文部科学省・厚生労働省）

幼稚園 
３～５歳

小学校以降の教育の基礎をつくるための 
幼児期の教育を行う学校
利用時間 昼過ぎごろまでの教育時間に加え、園に

より午後や土曜日、夏休みなどの長期休
業中の預かり保育などを実施。

利用できる保護者 制限なし。

認定こども園 
０～５歳

ポイント 
３～５歳のお子さん
は、保護者の働いてい
る状況に関わりなく
通いなれた園を継続
して利用できます。 

幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、 
地域の子育て支援も行う施設
0～2
 歳

利用時間 夕方までの保育のほか、園により延長保
育を実施。

利用できる
保護者

共働き世帯、親族の介護などの事情で、
家庭で保育のできない保護者。

3～5
 歳

利用時間 昼過ぎごろまでの教育時間に加え、保育
を必要とする場合は夕方までの保育を
実施。 
園により延長保育も実施。

利用できる
保護者

制限なし。 

保育所 
０～５歳

就労などのため家庭で保育できない 
保護者に代わって保育する施設 
利用時間 夕方までの保育のほか、園により延長保

育を実施。
利用できる保護者 共働き世帯、親族の介護などの事情で、

家庭で保育のできない保護者。

地域型保育 
０～２歳

保育所（原則 20 人以上）より少人数の単位で、0-2 歳の子ど
もを保育する事業 
４つのタイプ 
①家庭的保育（保育ママ） ②小規模保育 
③ 事業所内保育 ④居宅訪問型保育
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（２）段階的な整備の必要性 
 令和４年度、公立３園を利用予定の児童数は約 260 人です。この教育・保育
の量（受け皿）を確保しつつ再編するために、段階的な整備を行うこととしまし
た。 

■令和４年度公立３園の利用児童数（予定） （単位：人） 

園名 幼稚園 保育園 計 
１号 

（３～５歳児）
２号 

（３～５歳児） 
３号 

（0～2 歳児）
大津幼稚園 100 0 0 100
陣内幼稚園 40 0 0 40
大津保育園 0 80 40 120
合計 140 80 40 260

（３）段階的な整備の方向性 
 必要な教育・保育の量（受け皿）を確保しつつ、次の２段階に分けて整備を進
めます。 

第１段階 公立３園を２園に再編する。 

     ・受け皿の確保 
（特にニーズが増加している０～２歳児の受け皿に配慮が必要）
・在園児・保護者に負担がかからないような配慮 

第２段階 公立園として町の幼児教育・地域子育ての拠点・地域セーフティネッ

トを目指す。 

     ２園を１園に再編する。 

     ・受け皿の確保 
     ・在園児・保護者に負担がかからないような配慮 



24 

２ 公立園の再編方法 

 公立園の在り方「４つの柱」を実現する再編方法として、事務局（子育て支援
課）から次の３案を示し、大津町公立保育等再編検討委員会からの助言を受け、
再編方針をＣ案とすることとしました。 
 なお、委員会では、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案それぞれに様々な意見がありましたが、
０～２歳児の保育ニーズ増加の対応（受け皿の確保）や保育士確保など総合的な
観点から、再編の方向性をＣ案としました。 

（１）３案と検討内容 
【Ａ案】                    
第１段階 方法 公立大津幼稚園（100 人）と公立陣内幼稚園（40 人）

を統合し、公立大津幼稚園（140 人）とする。 
再編後 ・公立大津幼稚園（140 人） 

・公立大津保育園（120 人） 
第２段階 方法 公立大津幼稚園（140 人）と公立大津保育園（120 人）

の一方を公立認定こども園とし、他方を民営化する。
再編後 ・公立認定こども園（120 人） 

・民間認定こども園（160 人） 
＊（）内は定員数、公立幼稚園は令和４年度児童数（予定）を基にしています。 

①メリット・デメリット 

・第１段階においては、施設形態が同じであり、現在の大津幼稚園定員数（190
人）を超えていないため、実施（統合）しやすい。 
・第１段階では、幼稚園２園を１園とするため、0～2 歳児の受け皿とはならな
い。町は何らかの方策を検討するか、速やかに保育の受け皿が確保できる第２
段階を進める必要がある。 

②委員会での意見等 

・スケジュール等を鑑みてＡ案が実施しやすいのではないか。 
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【Ｂ案】                    
第１段階 方法 公立大津幼稚園（100 人）と公立陣内幼稚園（40 人）

を統合し、公立認定こども園（160 人）とする。 
再編後 ・公立認定こども園（160 人） 

・公立大津保育園（120 人） 
第２段階 方法 公立認定こども園（160 人）と公立大津保育園（120 人）

のどちらかを民営化し、公立園は認定こども園とする。
再編後 ・公立認定こども園（160 人） 

・民間認定こども園（120 人） 
＊（）内は定員数、公立幼稚園は令和４年度児童数（予定）を基にしています。 

①メリット・デメリット 

・第１段階において、0～2歳児の保育の受け皿が確保できる。 
・第１段階において、大津保育園以上の保育士を確保しなければならず、保育士
確保については大変難しい。 

②委員会での意見等 

・0～2 歳の受け皿確保ができるし、公立園を先に認定こども園にすることで、
他の園のリーダー的な存在でいてほしい。 
・保育士確保については民間でも苦慮している。 
・公立で保育士の募集をかけるが、なかなか応募がなく厳しい状況。約 20人近
くの募集となるとかなり厳しいと思う。 
・第２段階の民営化のタイミングとして、今なら民間の受け手がいるかもしれな
いが、全体的に見て今後人口減になるので、例えば５年後民営化する場合受け
手がいるのか危惧する。 
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【Ｃ案】                    
第１段階 方法 公立大津幼稚園（100 人）を認定こども園移行（120）

を条件に民営化する。
再編後 ・公立陣内幼稚園（40人） 

・公立大津保育園（120 人） 
・民間認定こども園（120 人） 

第２段階 方法 公立陣内幼稚園（40 人）と公立大津保育園（120 人）
を統合し、公立認定こども園（160 人）とする。 

再編後 ・公立認定こども園（160 人） 
・民間認定こども園（120 人） 

＊（）内は定員数、公立幼稚園は令和４年度児童数（予定）を基にしています。 

①メリット・デメリット 

・第１段階において、0～2歳児の保育の受け皿が確保できる。 
・課題として、公立から民間に移行することから、在園児と保護者への丁寧な説
明が必要となる。（Ａ案、Ｂ案では第２段階での課題） 

②委員会での意見等 

・０～２歳児の受け皿確保ができるのは良い。 
・民営化に早いタイミングで着手できる。 
・民営化で新規の認定こども園とする場合は、いきなり定員を 120 人とするの
ではなく、段階的に規模を大きくする形がいいと思う。 
・Ｃ案で大津保育園を認定こども園とする場合は、安全面も含めて場所の検討を
してほしい。 
・今回、公立認定こども園をきちんと整備しておくことによって、長い目で見て、
大津町の子育て支援が充実していくと思う。第２段階まで時間があるのでし
っかり検討してほしい。 
・在園児と保護者に負担がかからないように、丁寧に説明してほしい。 
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３ 今後のスケジュール 

大津幼稚園の民営化については、令和６年度の民間認定こども園開設を目指
し、令和４年度から実施に向けて取り組むこととします。また、第２段階の公立
認定こども園の整備についても、引き続き検討を行ってまいります。 
なお、公立認定こども園の整備等に係る財源については、民営化により生み出
される財源を充てることとし、当該財源を基金に積み立てるなどして確保しま
す。 

■今後のスケジュール 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和 10 年度 
第１段階 民間移行

公募・選定 
移行期間 民間認定こ

ども園開設 
第２段階 施設の内容・

場所・整備方
法等を検討 

＊整備に必要となる財源に対する基金の積み立て状況及びその他の進捗状況によっては、
スケジュールの変更もあります。 

基本計画策定、基本設計・実施設計・
建設・開設
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第５章 再編実現のために               

１ 方針の推進体制 

本方針の推進にあたり、本町全体の子育て環境がより良い方向へ向かうよう
に、子育て支援課を中心とした庁内連携はもとより、各関係機関と連携し、総合
的かつ計画的に実施していくこととします。 

２ 進捗状況の点検と公表 

本方針については、「大津町公立保育等再編検討委員会」において、第１段階
及び第２段階の進捗状況の点検及び協議を行います。 
 また、進捗状況及び委員会での検討内容（会議録）等については、町ホームペ
ージ等で公表を行い、町民への周知を図っていきます。
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１．大津町公立保育等再編検討委員会設置要綱 
令和3年9月17日

要綱第44号

（目的）

第１条 就学前児童の教育・保育におけるニーズの変化に向けて、公立保育等の在り

方を見直し、公立保育園及び幼稚園の再編方針を検討するため、大津町公立保育等

再編検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次の事項について検討を行う。

(1) 公立保育等の在り方の見直しに関すること。

(2) 公立保育園・幼稚園の再編方針に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 委員会、委員16人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 学識経験者

(3) 町議会代表

(4) 公立保育所等を利用する保護者代表

(5) 地域住民代表

(6) 保育所等関係者

(7) 児童福祉関係者

(8) 町職員

(9) その他町長が必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、１年とする。ただし再任を妨げない。

２ 前項の委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長等）

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は副町長とする。
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３ 副委員長は委員長が指名する。

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

２ 委員会は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴

くことができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。
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２．大津町公立保育等再編検討委員会委員名簿 

番号 区分 関係機関等 氏　名 備　考

1 委員長 大津町副町長 佐方　美紀 行政

2 副委員長 熊本県立大学 関　智弘 学識経験者

3 委員 大津町議会 山本　富二夫 町議会

4 委員 大津町区長会 家入　立身 地域住民

5 委員
大津町民生委員児童委
員協議会

太田　昭子 児童福祉関係者

6 委員 大津町教育委員会 斎藤　陽子 学識経験者

7 委員 大津保育園保護者代表 永野　麻由美

8 委員 大津幼稚園保護者代表 澤田　香里

9 委員 陣内幼稚園保護者代表 高津　真理

10 委員 杉水保育園 備海　伸隆 保育所等関係者

11 委員 総務部長 藤本　聖二 行政

12 委員 教育部長 羽熊　幸治 行政

13 委員 健康福祉部長 矢野　好一 行政

14 委員 大津保育園長 村上小百合 行政

15 委員 大津幼稚園長 坂本　ユミ 行政

16 委員 陣内幼稚園長 田川　順子 行政

事務局

公立保育所等を利用
する保護者代表

大津町健康福祉部　子育て支援課

任期：令和３年１０月１４日～令和４年１０月１３日（敬称略、順不同）
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３．策定過程 
開催日 議題及び実施内容 

1 令和３年 10 月 14 日 令和３年度第１回大津町子ども・子育て会議 
・大津町公立保育等再編検討委員会設置説明 

2     10 月 14 日 第１回大津町公立保育等再編検討委員会 
・委員会の目的と現状説明 

3     11 月  1 日 第１回公立園の在り方を考えるワークショップ 
・大津町の子ども・子育て支援の現状と課題 

4 11 月  9 日 第 2 回公立園の在り方を考えるワークショップ 
・公立園の役割とは 

5     11 月 16 日 第 2 回大津町公立保育等再編検討委員会 
・公立園の在り方、段階的な再編について 

6     12 月 21 日 第３回大津町公立保育等再編検討委員会 
・公立園の再編方針について

7 令和４年１月  日 
～２月 16 日

パブリックコメント（意見聴取）実施 

8      2 月 第４回大津町公立保育等再編検討委員会（予定）
9      3 月 令和３年度第２回大津町子ども・子育て会議 

（予定） 



『公立保育所・公立認定こども園等の役割を活かした「アクション」実践事例集』 
（発行/社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国保育協議会）より
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